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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板上に複数の流路及び該流路に連通した吐出口を形成する流路形成部材と
、を有し、該吐出口から液体を吐出する液体吐出ヘッドの製造方法であって、
　基板上に、複数の流路の型となる型材を形成する工程と、
　前記型材を覆うように流路形成部材を形成する工程と、
　前記流路形成部材の吐出口を形成する領域を少なくとも覆うように、研削ストップ層を
形成する工程と、
　前記型材間に形成された隙間を充填するように、埋め込み材を塗布する工程と、
　前記埋め込み材を研削して前記研削ストップ層を露出させる工程と、
　前記研削ストップ層を除去する工程と、
　前記流路形成部材に吐出口を形成する工程と、
　を有することを特徴とする液体吐出ヘッドの製造方法。
【請求項２】
　前記研削ストップ層の露出の検知を、前記埋め込み材と前記研削ストップ層、または前
記埋め込み材と前記流路形成部材との研削速度の違いを検出することで行う請求項１に記
載の液体吐出ヘッドの製造方法。
【請求項３】
　前記研削ストップ層の露出の検知を、前記埋め込み材と前記研削ストップ層、または前
記埋め込み材と前記流路形成部材との反射率の違いを検出することで行う請求項１に記載
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の液体吐出ヘッドの製造方法。
【請求項４】
　前記研削ストップ層は金属で形成されている請求項１～３のいずれか１項に記載の液体
吐出ヘッドの製造方法。
【請求項５】
　前記研削ストップ層を除去した後、前記埋め込み材の上面上から前記流路形成部材のフ
ェイス面上に渡ってシール部材を成膜する請求項１～４のいずれか１項に記載の液体吐出
ヘッドの製造方法。
【請求項６】
　前記研削ストップ層には吐出口パターンが形成されており、吐出口パターンが形成され
た研削ストップ層をマスクとして用いて前記流路形成部材に前記吐出口を形成する請求項
１～５のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッドの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体吐出ヘッド及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録装置に代表されるインク等の液体を吐出して画像を記録する記録装
置は、液体吐出ヘッドを有する。液体吐出ヘッドには吐出口が形成されており、エネルギ
ー発生素子から発生させたエネルギーを用いて吐出口から液体を吐出する。
【０００３】
　液体吐出ヘッドは、基板と流路形成部材とを有する。流路形成部材は、基板上に形成さ
れており、液体が流れる流路と、流路に連通する吐出口とを形成する部材である。流路形
成部材は、樹脂や金属、或いは窒化ケイ素のような無機材料で形成される。
【０００４】
　通常、基板上には複数の流路（液室）が形成されており、各流路に対応して１つの吐出
口が形成されている。複数の流路間、即ち互いに隣り合う液室同士は、各液室を形成する
流路形成部材によって仕切られている。
【０００５】
　複数の流路間、即ちある流路を形成する流路形成部材と、隣接する別の流路を形成する
流路形成部材との間には、隙間が形成されることがある。特許文献１には、無機材料で形
成された流路形成部材を有する液体吐出ヘッドが記載されている。特許文献１に記載され
た液体吐出ヘッドの製造過程では、基板上に流路（液室）となる型材を形成し、型材を覆
うように化学的気相蒸着法（ＣＶＤ法）で無機膜を付与し、続いて無機膜に吐出口を形成
し、最後に型材を除去して流路を形成している。このような方法で製造した液体吐出ヘッ
ドは、無機膜が液室の形状をした型材に沿って形成されるので、型材と型材の間、即ち流
路間の流路形成部材に隙間ができる。このようにして流路形成部材に隙間が形成されると
、液体吐出ヘッドの強度が低いことがある。そこで、特許文献１では、隙間を埋め込み材
で埋め込むことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２０１０－５１２２６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年、液体吐出ヘッドには、吐出効率の向上や、吐出する液滴の小液滴化が求められて
いる。これらを達成するためには、流路形成部材のうち特に吐出口周辺の領域、所謂オリ
フィスプレートとよばれる部分の厚さを薄くすることが好ましい。
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【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載される液体吐出ヘッドにおいてオリフィスプレートの
厚さを薄くすると、オリフィスプレートの強度が低くなる。この結果、例えばオリフィス
プレートの上面であるフェイス面が搬送中に変形した記録媒体等と接触した場合に、オリ
フィスプレートが破損しやすくなる。フェイス面が破損すると、吐出口自体が変形してし
まう可能性がある。また、特許文献１に記載される液体吐出ヘッドは、オリフィスプレー
トを含む流路形成部材をＣＶＤ法で形成しているため、オリフィスプレートの厚さを薄く
すると流路形成部材全体の厚さが薄くなる。この結果、流路形成部材全体の強度が低下し
てしまい、記録媒体との接触等によって破損しやすくなる。
【０００９】
　従って本発明は、記録媒体との接触等があっても流路形成部材が破損しにくい液体吐出
ヘッドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題は、以下の本発明によって解決される。即ち本発明は、基板と、該基板上に複
数の流路及び該流路に連通した吐出口を形成する流路形成部材と、を有し、該吐出口から
液体を吐出する液体吐出ヘッドの製造方法であって、基板上に、複数の流路の型となる型
材を形成する工程と、前記型材を覆うように流路形成部材を形成する工程と、前記流路形
成部材の吐出口を形成する領域を少なくとも覆うように、研削ストップ層を形成する工程
と、前記型材間に形成された隙間を充填するように、埋め込み材を塗布する工程と、前記
埋め込み材を研削して前記研削ストップ層を露出させる工程と、前記研削ストップ層を除
去する工程と、前記流路形成部材に吐出口を形成する工程と、を有することを特徴とする
液体吐出ヘッドの製造方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、流路形成部材と記録媒体等との接触があっても、流路形成部材が破損
しにくい液体吐出ヘッドを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の液体吐出ヘッドの一例を示す図。
【図２】本発明の液体吐出ヘッドの製造方法の一例を示す図。
【図３】本発明の液体吐出ヘッドの一例を示す図。
【図４】本発明の液体吐出ヘッドの製造方法の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１（ａ）は、本発明の液体吐出ヘッドの一例を示す図である。液体吐出ヘッドは、基
板１と、エネルギー発生素子２と、流路形成部材５とを有する。基板１はシリコン等で形
成される。エネルギー発生素子２は、ＴａＳｉＮ等の熱変換素子（ヒータ）や、圧電素子
で形成される。エネルギー発生素子２は基板１上に設けられるが、基板１に接していなく
てもよく、基板１に対して宙に浮いていてもよい。流路形成部材５は、樹脂や金属、或い
は無機材料で形成される。樹脂としては、例えばエポキシ樹脂のような感光性樹脂が挙げ
られる。金属としては、例えばＳＵＳプレートが挙げられ、無機材料としては、ＳｉＮや
ＳｉＣ、ＳｉＣＮ等が挙げられる。図１（ａ）では、流路形成部材が無機材料で形成され
ている例を示している。流路形成部材５は、複数の流路１１と、流路に連通した吐出口１
０とを形成している。複数の流路１１は、それぞれ１つの吐出口に対応した１つの液室を
形成する。流路形成部材５のうち、吐出口の周辺部分をオリフィスプレート４という。流
路形成部材のオリフィスプレートの上面は、フェイス面８である。図１（ａ）においては
、フェイス面は流路形成部材の最表面となる。基板１には、ドライエッチング、ＴＭＡＨ
等によるウェットエッチング、或いはレーザー加工等によって供給口１２が形成されてい
る。供給口１２から供給された液体は、エネルギー発生素子２によってエネルギーを与え
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られ、吐出口１０から吐出される。
【００１４】
　図１（ｂ）は、図１（ａ）のＡ－Ａ´における断面図である。流路１１間の流路形成部
材５には隙間が形成されており、この隙間を充填するように埋め込み材９が埋め込まれて
いる。複数の流路間の隙間に埋め込み材を充填することにより、流路形成部材にかかる応
力を緩和し、流路形成部材の強度を高めることができる。
【００１５】
　ここで、本発明の液体吐出ヘッドは、吐出口から液体が吐出される方向を上側としたと
き、即ち基板の表面に垂直な方向であって吐出された液体の進行方向を上側としたとき、
埋め込み材の上面が、流路形成部材のフェイス面と比較して、同じ高さ、或いはより上側
の高さに位置するようになっている。これにより、例えば紙詰まり等によって変形した記
録媒体が、記録ヘッドに対して上方向から接触してきたとしても、埋め込み材が記録媒体
と先に接触し、流路形成部材、特にはフェイス面の破損を抑制することができる。
【００１６】
　次に、本発明の液体吐出ヘッドの製造方法を、図２を用いて説明する。図２は、図１（
ｂ）と同じ位置における断面図である。
【００１７】
　まず、図２（ａ）に示すように、エネルギー発生素子２を有する基板１を用意する。基
板１は、シリコン単結晶の基板であることが好ましい。シリコン単結晶の基板であれば、
エネルギー発生素子２を駆動する駆動回路や、駆動回路とエネルギー発生素子をつなぐ配
線を形成しやすい、エネルギー発生素子は、例えばＴａＳｉＮ等の熱変換素子（ヒータ）
や圧電素子で形成する。
【００１８】
　次に、図２（ｂ）に示すように、流路（液室）の型となる型材３を形成する。型材３の
材料は、耐熱性や周辺の材料との兼ね合いで決定する。例えば流路形成部材が無機材料で
ある場合は、型材は樹脂や金属で形成することが好ましい。型材を樹脂で形成する場合は
、その後の流路形成部材の成膜工程での耐熱性を考慮して、ポリイミドを用いることが好
ましい。型材を金属で形成する場合は、除去性を考慮し、アルミニウムあるいはアルミニ
ウム合金を用いることが好ましい。後で研削の終点検知として反射率を用い、かつ研削ス
トップ層として光を透過する材料を用いるならば、形材を反射率の高い金属で形成し、埋
め込み材と反射率の違いを利用して終点検知できるようにすることが好ましい。反射率の
高い金属としては、金、銀、銅、アルミニウム、ロジウム、ニッケル、クロム等が挙げら
れる。
【００１９】
　型材を金属で形成する場合、まずスパッタリング等の物理的気相蒸着法（ＰＶＤ法）で
基板上に金属の成膜を行う。次に、例えば感光性樹脂でマスクを形成し、選択した金属に
対応したエッチングガスを用いた反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）によって、金属のパ
ターニングを行う。金属がアルミニウムである場合、エッチングガスは塩素であることが
好ましい。型材を樹脂で形成する場合、樹脂を含む材料をスピンコート等によって基板上
に塗布し、成膜する。次に、樹脂が感光性樹脂であれば、フォトリソグラフィでパターニ
ングすることができる。非感光性材料であれば、非感光性材料上に感光性樹脂等でマスク
を形成し、酸素ガスを用いたエッチングでパターニングする。
【００２０】
　型材を形成した後、図２（ｃ）に示すように、基板１および型材３を覆うように、無機
材料を化学的気相蒸着法（ＣＶＤ法）により形成する。これにより、オリフィスプレート
４を含む流路形成部材５が無機材料によって形成される。流路形成部材５を形成する無機
材料は、吐出する液体に対する耐性及び機械強度が高い材料であることが好ましい。特に
は、ケイ素と、酸素、窒素及び炭素のいずれかとの化合物が好ましい。具体的には、窒化
ケイ素（ＳｉＮ）、酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、炭化ケイ素（ＳｉＣ）、炭窒化ケイ素（Ｓ
ｉＣＮ）等が挙げられる。形材の耐熱性を考慮すると、無機材料の成膜方法はＰＥＣＶＤ
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（Ｐｌａｓｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＣＶＤ）法が好ましい。ＣＶＤ法を用いた場合、無
機膜はコンフォーマルに成膜される性質を有しているため、型材が配された領域とそうで
ない領域とで段差が生じ、型材間には隙間６が形成される。
【００２１】
　オリフィスプレート４は、薄い方が吐出効率が向上する。但し、オリフィスプレートを
薄くすると、ほぼ同じ厚みとなる流路形成部材５も薄くなる。これらを考慮すると、オリ
フィスプレートの厚みは３．０μｍ以上１２．０μｍ以下であることが好ましい。同様に
、流路形成部材５の厚みも、３．０μｍ以上１２．０μｍ以下であることが好ましい。
【００２２】
　次に、図２（ｄ）に示すように、流路形成部材５上に研削ストップ層７を形成する。研
削ストップ層は、流路形成部材の吐出口を形成する領域を少なくとも覆うように形成する
。即ち、研削ストップ層は流路形成部材のオリフィスプレート４上に形成する。研削スト
ップ層は、無機膜や金属で形成する。また、研削の際に削れ過ぎてオリフィスプレート４
を傷つけることを抑制するために、硬度の高い材料で形成することが好ましい。後に研削
ストップ層を研削の終点検知の為に用いるとすると、埋め込み材との反射率の違いを測定
することになるので、反射率の高い材料、或いは透過率の高い材料が好ましい。具体的に
は、アルミニウム、アルミニウム合金等が好ましい。研削ストップ層を形成する材料が金
属の場合、例えばスパッタリング等のＰＶＤ法で金属を成膜することができる。
【００２３】
　研削ストップ層の厚みは、研削の際に消失してしまわない範囲であれば、薄い方が好ま
しい。例えば研削ストップ層７がアルミニウムの場合には、研削ストップ層の厚みは０．
０５μｍ以上２．００μｍ以下であることが好ましい。
【００２４】
　次に、成膜した研削ストップ層のうち不要な部分、例えば隙間６付近にある研削ストッ
プ層を除去する。流路形成部材の吐出口を形成する領域の研削ストップ層は残しておく。
成膜した材料が金属材料である場合、図２（ｅ）に示すように、フォトリソグラフィを用
いて感光性樹脂をパターニングしてマスク１３を形成し、金属材料に対応したエッチング
ガスを用いた反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）等で除去する。材質がアルミニウムの場
合には、塩素ガスを用いたＲＩＥにより除去する。その後、マスク１３を有機溶剤等によ
って剥離し、図２（ｆ）に示す状態にする。
【００２５】
　次に、図２（ｇ）に示すように、隙間６を充填するように、隙間を含む基板全面に埋め
込み材９を塗布する。埋め込み材９は、樹脂で形成されていることが好ましい。埋め込み
材は流路形成部材の一部として残すことになるので、樹脂を用いる場合は、光により硬化
するネガ型の感光性樹脂や熱で硬化する熱硬化性樹脂が好ましい。より具体的には、エポ
キシ樹脂やポリイミド樹脂等が挙げられる。また、後で研削の終点検知として反射率を利
用するならば、例えばカーボンブラックのような炭素や、酸化鉄の微粒子等からなる光吸
収剤を添加した樹脂を用いることが好ましい。埋め込み材の塗布はスピンコート等で行う
。隙間を十分充填するためには、塗布時点における埋め込み材の基板表面からの厚みは、
隙間の深さの１．３倍以上とすることが好ましく、１．５倍以上とすることがより好まし
い。但し、厚くし過ぎると後の工程で埋め込み材を研削する時間が長くなるため、隙間の
深さの３．０倍以下とすることが好ましく、２．０倍以下とすることがより好ましい。
【００２６】
　次に、図２（ｈ）に示すように、埋め込み材９を研削する。埋め込み材の研削は、少な
くとも研削ストップ層が露出するまで行う。研削によって、埋め込み材９の上面と研削ス
トップ層７の上面とを平坦にすることが好ましい。埋め込み材９の研削は、化学的機械研
磨法（ＣＭＰ法）で行うことが好ましい。ＣＭＰ法によれば、高精度に平坦化することが
できる。研削の際には、埋め込み材と研削ストップ層、或いは埋め込み材と流路形成部材
との研削速度の違いを検出することで、研削の終点検知を行うことが好ましい。具体的に
は、埋め込み材のみを研削しているときと、研削ストップ層が露出して埋め込み材及び研



(6) JP 6116198 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

削ストップ層とを研削しているときでは、研削速度が異なる。この変化を検出し、研削ス
トップ層の露出を把握する。流路形成部材でも同様である。また、研削速度のみならず、
反射率の違いを用いて研削ストップ層の露出を把握してもよい。例えば、流路形成部材が
透明でなければ埋め込み材と流路形成部材、流路形成部材が透明であれば埋め込み材と型
材の反射率の違いを利用し、光学式測定で研削の終点検知を行うことも好ましい。流路形
成部材の代わりに、埋め込み材と研削ストップ層の反射率の違いを検出する方法も好まし
い。
【００２７】
　研削を行うと、被研削材の硬軟差によって軟らかい材料は硬い材料よりも過剰に削られ
ることで、ディッシングと呼ばれる軟らかい材料の凹みが生じる。研削により生じる隙間
の埋め込み材９へのディッシングの深さは小さいことが好ましい。ディッシングの深さは
、研削ストップ層７の厚み以下であることが好ましい。
【００２８】
　次に、図２（ｉ）に示すように、研削ストップ層７を除去する。研削ストップ層が金属
材料で形成されている場合、例えば金属材料を溶解可能な液を用いたウェットエッチング
で除去する。例えば金属材料としてアルミニウムを用いた場合には、リン酸等を含有した
酸性溶液や塩基性溶液を用いることが好ましい。この他にも、例えばフッ素と酸素を主体
としたケミカルドライエッチングで除去してもよい。
【００２９】
　最後に、必要に応じてフォトリソグラフィにて感光性樹脂からマスクを形成し、このマ
スクを用いてオリフィスプレートにドライエッチングを行い、吐出口を形成する。続いて
型材を除去して流路を形成し、基板に供給口を形成することで、液体吐出ヘッドを製造す
る。隙間（凹部）が形成されているような塗布面に感光性樹脂を塗布する場合、隙間部分
に形成される段差を十分に被覆するため、通常は感光性樹脂を厚く塗布する必要がある。
感光性樹脂の厚みが厚くなると、露光による感光性樹脂のパターニング精度が低下する傾
向がある。一方で、パターニング精度を向上させるために感光性樹脂を薄く塗布すると、
段差の被覆が不十分となり、吐出口形成のドライエッチングの際に段差を被覆していたマ
スクが消失し、隙間周辺のオリフィスプレートがエッチングされてしまうことがある。本
発明の液体吐出ヘッドは、除去する研削ストップ層に厚みがある分、埋め込み材の上面が
フェイス面よりも高くなるので、段差の被覆が不十分だった場合に生じるドライエッチン
グのダメージが、オリフィスプレートよりも埋め込み材に加わる。また、埋め込み材に要
求される厚みの精度はオリフィスプレートに比べて低く、吐出口形成の際のオリフィスプ
レートへのエッチングレートを高くすることで埋め込み材へのエッチング量を減らすこと
ができる。このため、埋め込み材へのダメージはあまり問題とならず、感光性樹脂の膜厚
を薄くすることができる。よって、露光による感光性樹脂のパターニング精度が向上し、
吐出口の形成精度が向上する。
【００３０】
　以上の製造方法によれば、研削ストップ層７を除去することにより、吐出口から液体が
吐出される方向を上側としたときに、埋め込み材の上面は、流路形成部材のフェイス面と
比較して、同じ高さ、或いはより上側の高さに位置させることができる。研削ストップ層
を除去するのみでは、研削ストップ層の厚み分だけ埋め込み材の上面の位置の方が高くな
るが、さらに埋め込み材の表面をフェイス面と同じ高さまで削ることで、埋め込み材の上
面の位置をオリフィスプレートの上面の位置と同じにすることもできる。
【００３１】
　本発明の構成とすることにより、記録媒体が記録ヘッドに対して上方向から接触した場
合でも、埋め込み材が記録媒体と接触し、流路形成部材、特にはオリフィスプレートの破
損を抑制することができる。
【００３２】
　図３に、本発明の液体吐出ヘッドの別の一例を示す。図３に示す液体吐出ヘッドは、埋
め込み材９の上面がシール部材１４でシールされている。シール部材１４は、埋め込み材
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の上面上から流路形成部材のフェイス面上に渡って形成されていることが好ましい。図１
（ｂ）に示す液体吐出ヘッドは、埋め込み材の上面と流路形成部材のフェイス面とが表面
に露出しているが、図３に示す液体吐出ヘッドは、埋め込み材の上面と流路形成部材のフ
ェイス面とは表面に露出していない。これ以外は図１（ｂ）と同様である。図３に示す液
体吐出ヘッドは、埋め込み材の上面がシール部材によってシールされているため、大気中
の水分や吐出する液体による埋め込み材の膨潤や溶出、また記録媒体の擦過等による埋め
込み材へのダメージを抑制することができる。
【００３３】
　図３に示す液体吐出ヘッドは、基板１を用意してから研削ストップ層７を除去するまで
は図１に示す方法と同じようにして製造する。異なる点は、研削ストップ層７の除去後に
埋め込み材の上面上から流路形成部材のフェイス面上に渡ってシール部材１４を成膜する
点である。シール部材１４は、オリフィスプレート４と同じ材料であっても、別の材料で
あってもよい。同じ材料を用いると、オリフィスプレート４とシール部材１４との接着性
を向上させることができる。尚、同じ材料とは、例えばオリフィスプレート４をＳｉＯで
形成した場合、シール部材１４もＳｉＯで形成するということであり、分子量や含有割合
等に多少の相違があったとしても、同じ材料と見なす。シール部材を無機材料で形成する
場合、シール部材はＣＶＤ法によって形成することができる。シール部材をオリフィスプ
レート４とは別の材料で形成する場合には、オリフィスプレートの材料よりも吐出する液
体に対する耐性及び機械強度が高く、オリフィスプレートから剥離しにくい材料が好まし
い。例えば、ケイ素と、酸素、窒素及び炭素のいずれかとの化合物が好ましい。具体的に
は、窒化ケイ素（ＳｉＮ）、酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、炭化ケイ素（ＳｉＣ）、炭窒化ケ
イ素（ＳｉＣＮ）等が挙げられる。尚、シール部材はシール性を確保する必要があるが、
オリフィスプレート４と同様の理由で薄い方が好ましい。これらを考慮すると、シール部
材１４の厚さは０．１μｍ以上２．０μｍ以下とすることが好ましい。シール部材へ吐出
口を形成する場合は、オリフィスプレートへの吐出口形成時にシール部材にも同時に形成
すればよい。
【００３４】
　この他、本発明の液体吐出ヘッドの製造方法では、研削ストップ層７を流路形成部材に
吐出口を形成する際のマスクとして用いることもできる。研削ストップ層７は、感光性樹
脂に比べてエッチングの際のオリフィスプレートに対する選択比が高いため、マスクの後
退量が小さくなり、吐出口を高い精度で形成することができる。研削ストップ層７をマス
クとして用いる場合を、図４を用いて説明する。基板１を用意してから埋め込み材９の研
削までは図１と同様である。異なる点は、図４（ａ）に示すように、研削ストップ層に吐
出口パターンを形成し、この研削ストップ層をマスクとして用いてドライエッチングを行
い、図４（ｂ）に示すようにオリフィスプレート４に吐出口１０を形成する点である。さ
らに、その後で図４（ｃ）に示すように研削ストップ層７を除去する点である。研削スト
ップ層に吐出口パターンを形成する工程は、成膜した無機材料のうち、研削ストップ層７
として用いない部分を除去する工程と同じとすることが好ましい。或いは、埋め込み材９
を研削後に行ってもよい。埋め込み材を研削後に研削ストップ層７をパターニングするな
らば、研削ストップ層７の上に感光性樹脂を塗布し、吐出口形成時にマスクとなる箇所を
パターニングしてマスクを形成し、塩素ガスを用いたＲＩＥで研削ストップ層の一部を除
去し、その後、マスクを剥離する。型材３は、研削ストップ層７より先に除去しても、後
で除去しても、或いは同時に除去してもよい。
【００３５】
　この製造方法によれば、研削ストップ層７をマスクとして用いるので、高い製造効率で
液体吐出ヘッドを製造することができる。また、吐出口形状の精度を高めることができる
。
【実施例】
【００３６】
　以下、実施例を用いて本発明をより具体的に説明する。
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【００３７】
　＜実施例１＞
　まず、図２（ａ）に示すように、エネルギー発生素子２を有する基板１を用意した。基
板はシリコンを用い、表面の結晶方位が（１００）である（１００）基板とした。エネル
ギー発生素子はＴａＳｉＮで形成し、ＴａＳｉＮ上に絶縁層としてＳｉＮ、ＳｉＮ上に耐
キャビテーション層としてＴａを形成した。また、基板上には、エネルギー発生素子と電
気的に接続するＡｌ配線及び電極パッド（不図示）を形成した。
【００３８】
　次に、図２（ｂ）に示すように、各エネルギー発生素子に対応した流路の型となる型材
３を形成した。まず、基板上にアルミニウムをスパッタリングで１４μｍの膜厚で成膜し
、アルミニウム上に感光性樹脂でマスクを形成した。次に、このマスクを用いて、アルミ
ニウムに対して塩素ガスによる反応性イオンエッチングを行うことで、型材３を形成した
。その後、マスクとして用いた感光性樹脂を剥離した。
【００３９】
　次に、図２（ｃ）に示すように、基板１および型材３を覆うように、無機材料を化学的
気相蒸着法により形成した。無機材料としてはＳｉＮを用い、オリフィスプレート４を含
む流路形成部材５をＳｉＮにて形成した。オリフィスプレート４を含む流路形成部材５の
厚みは７．０μｍとした。ＳｉＮは型材の形状に沿うように形成され、型材間には、図２
（ｃ）に示す断面における幅が１０μｍ、深さ１４μｍの隙間６ができた。
【００４０】
　次に、図２（ｄ）に示すように、後に吐出口を形成する領域を少なくとも覆うように、
流路形成部材上に研削ストップ層７を形成した。研削ストップ層の材料としてはアルミニ
ウムを用い、スパッタリングにて１．０μｍの膜厚で成膜することで研削ストップ層７と
した。
【００４１】
　次に、感光性樹脂でマスク１３を形成し、マスク１３を用いて塩素ガスによる反応性イ
オンエッチングを行い、成膜した研削ストップ層のうち、研削をストップさせるために用
いない部分を除去した。続いて、マスク１３を剥離した（図２（ｅ）、図２（ｆ））。
【００４２】
　次に、図２（ｇ）に示すように、隙間を含む基板全面に埋め込み材９を塗布した。埋め
込み材としては、熱硬化型のノボラック樹脂を使用し、隙間を十分に充填できるように基
板表面からの厚みを３０．０μｍとした。塗布後、３５０℃の熱を２時間かけることで硬
化させた。
【００４３】
　次に、図２（ｈ）に示すように、埋め込み材９の上面を、研削により研削ストップ層７
の上面と同じ高さになるように形成した。研削には、化学的機械研磨法を使用した。埋め
込み材である樹脂と研削ストップ層との研削速度の違いを、研削が研削ストップ層へ到達
したことによる研削レートの低下によって検出することにより、研削の終点を検知した。
【００４４】
　次に、図２（ｉ）に示すように、フッ素と酸素を主体としたケミカルドライエッチング
により研削ストップ層７を除去した。続いて、オリフィスプレート４上に感光性樹脂を用
いてフォトリソグラフィにてマスクを形成し、オリフィスプレート４に反応性イオンエッ
チングを行うことで吐出口を形成した。続いてマスクを除去し、さらにリン酸にて型材３
を除去して流路１１を形成した。最後に基板をドライエッチングすることで供給口を形成
し、液体吐出ヘッドを製造した。
【００４５】
　実施例１で製造した液体吐出ヘッドは、吐出口から液体が吐出される方向を上側とした
ときに、埋め込み材の上面は、流路形成部材のフェイス面と比較して１．０μｍ高くなっ
た。これにより、記録媒体との接触等があっても流路形成部材が破損しにくい液体吐出ヘ
ッドを製造することができた。
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【００４６】
　＜実施例２＞
　基板１を用意してから研削ストップ層７を除去するまでは実施例１と同様にした。実施
例２では、研削ストップ層７の除去後に、図３に示すように埋め込み材９の上面上及び流
路形成部材のフェイス面上にシール部材１４を成膜した。これ以外は実施例１と同様とし
た。シール部材はＳｉＯをＰＥＣＶＤにて１．０μｍの膜厚で成膜して形成した。そして
、オリフィスプレートへの吐出口形成時にシール部材にも吐出口を形成した。
【００４７】
　実施例２で製造した液体吐出ヘッドは、埋め込み材９の上面上及び流路形成部材のフェ
イス面上にシール部材１４を有する構成となった。実施例２で製造した液体吐出ヘッドは
、吐出された液体等に埋め込み材が直接触れにくく、吐出する液体による膨潤や溶出など
のダメージを抑制することができた。
【００４８】
　＜実施例３＞
　実施例２でシール部材１４としてＳｉＯを用いたのに対し、実施例３ではＳｉＮを用い
た。これ以外は実施例２と同様にした。実施例３では、流路形成部材のオリフィスプレー
トとシール部材とが同じ材料であり、オリフィスプレートとシール部材との接着性をより
高めることができた。
【００４９】
　＜実施例４＞
　基板１を用意してから埋め込み材９の研削までは実施例１と同様にした。実施例４では
、研削ストップ層に吐出口パターンを形成し、この研削ストップ層をマスクとして用いて
ドライエッチングを行い、オリフィスプレート４に吐出口１０を形成した。その後、研削
ストップ層７を除去した。研削ストップ層７を吐出口形成時のマスクとなるようにパター
ニングする工程は、埋め込み材を研削した後で行った。また、型材３は研削ストップ層７
と同時に除去した。これ以外は実施例１と同様にした。
【００５０】
　まず、図４（ａ）に示すように感光性樹脂を研削ストップ層７の上に塗布し、吐出口形
成時にマスクとなる箇所をパターニングしてマスクを形成し、マスクを用いて塩素ガスに
よる反応性イオンエッチングを行い、研削ストップ層の一部を除去した。その後、マスク
を剥離した。
【００５１】
　次に、図４（ｂ）に示すように、研削ストップ層７をマスクとしてドライエッチングを
行い、吐出口１０を形成した。ドライエッチングはフッ素と酸素を主体としたケミカルド
ライエッチングとした。
【００５２】
　次に、図４（ｃ）に示すように、型材３と研削ストップ層７を除去し、流路１１を形成
することで、液体吐出ヘッドを製造した。型材３と研削ストップ層７の除去にはリン酸を
主体としたエッチング液を用いた。
【００５３】
　以上のようにして製造した液体吐出ヘッドは、吐出口形状の精度を非常に高くすること
ができた。
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